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「お取引レポート」のリニューアルと 

ビットコイン等仮想通貨に係る税金についてのお知らせ 

 

国内最大*1の仮想通貨・ブロックチェーン企業である株式会社 bitFlyer（本社：東

京都港区、代表取締役：加納 裕三、以下、「当社」）は、以前より提供しておりまし

た「お取引レポート」をリニューアルし、ご確認いただける項目を拡充いたしました

のでお知らせします。また、仮想通貨のキャピタルゲインに係る所得税の課税関係に

ついて、当社サービスをご利用いただいているお客様向けに提供しております機能等

をお知らせします。 

 

【仮想通貨のお取引に係る確定申告について】 

ビットコイン等仮想通貨は、売却または決済等で使用することにより生じる利益に

ついて、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則

として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。 

 

「確定申告書等作成コーナー」：https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm 

「仮想通貨に関する所得の計算方法等について（情報）」*2：

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-

zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf 

 

【当社の提供する機能等について】 

当社が提供する「お取引レポート*3」には、当社サービス（ビットコイン販売所、

アルトコイン販売所、ビットコイン取引所、Lightning、ビットコインをつかう、ビ

ットコインをもらう、bitWire）の利用によって生じる所得の計算に資する情報が含

まれるようになりました。なお、所得計算に必要となる場合がある、各日の仮想通貨

取引価格の一覧は「終値・SQ 一覧」よりご確認いただけます。  

 

「お取引レポート」でご確認いただける項目：  

1. 全取引履歴：取引日時、通貨、取引種別、取引価格、数量、手数料（単位：通貨

ペアの主軸通貨*4）、対円価格、注文 ID 等 

2. Lightning 取引履歴： 

(1) Parent Orders：日時、注文 ID、ペア、売・買、注文数量、取引済数量、価

格、注文タイプ、ステータス  

(2) Child Orders：日時、注文 ID、ペア、売・買、注文数量、取引済数量、価

格、注文タイプ、ステータス  
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(3) Executions：日時、注文 ID、取引 ID、ペア、売・買、注文数量、手数料

（単位：通貨ペアの主軸通貨）、価格、ステータス 

3. 証拠金履歴：日時、操作、ペア、通貨等、変動量、取引損益、手数料（単位：日

本円）、スワップポイント、数量 

 

「終値・SQ 一覧」：https://bitflyer.jp/prices 

 

当社サービスのみで売買をされており、仮想通貨の外部への送付（支払も含む）、外

部からの受入を行っていないお客様については、仮想通貨に関する所得を計算できる

「所得計算ツール（仮）」を 2 月中に提供予定です。  

 

また、当社以外の企業が提供するサービスにおいても仮想通貨を売買されているお

客様、または仮想通貨の外部への送付（支払も含む）、外部からの受入を行っている

お客様については、当社から取得できる情報のみでは仮想通貨に関する所得を計算す

ることができません。ご利用各社が提供する情報を基に、所得計算を行っていただく

必要があります。 

 

なお、当社では仮想通貨損益計算サービス「tax@cryptact」を提供する株式会社ク

リプタクト（以下、「クリプタクト」）*5と業務提携契約を締結いたしました。無料で

ご利用いただける「tax@cryptact」は 15 の取引所および 1,680 種類の仮想通貨に対

応しており*6、複数の企業をまたいだ仮想通貨に関する所得の計算を行えます。 

 

「tax@cryptact」：https://tax.cryptact.com 

 

当社が提供する「所得計算ツール（仮）」、またクリプタクトが提供する

「tax@cryptact」の結果に基づく確定申告について、当社、クリプタクト及び EY 税

理士法人は一切の責任を負いません。確定申告はお客様の責任において行っていただ

きますようお願いいたします。  

 

【当社について】 

当社は、SMBCベンチャーキャピタル、みずほキャピタル、第一生命保険、三菱 UFJキ

ャピタル、三井住友海上キャピタル、リクルートストラテジックパートナーズ、電通イノ

ベーションパートナーズ、SBIインベストメント、GMO VenturePartners、QUICK、ベ

ンチャーラボインベストメントなどから出資を受けている国内最大の仮想通貨・ブロック

チェーン企業です。FinTechの領域において仮想通貨・ブロックチェーンの技術開発を通じ

たイノベーションを目指し、仮想通貨総合プラットフォーム bitFlyerの運営、およびブロ

ックチェーンの調査・分析、プライベート・ブロックチェーン「miyabi」を活用した新サ

ービスの研究開発を行っています。 

当社コーポレートサイト：https://bitflyer.jp 

当社紹介動画：https://youtu.be/tHpT3qI0ipI 

ブロックチェーン「miyabi」の特長：https://bitflyer.jp/miyabi 

ブロックチェーン「miyabi」の紹介動画：https://youtu.be/SxHZI08yhZ0 

https://bitflyer.jp/prices
https://tax.cryptact.com/
https://bitflyer.jp/
https://youtu.be/tHpT3qI0ipI
https://bitflyer.jp/miyabi
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*1当社はビットコイン月間取引量・お客様数・資本金において国内最大となりました（2017 年 2 月

末時点。シード・プランニング社（2017 年 2 月仮想通貨取引所のビットコイン取引量シェア調

査）及び当社調べ）。  

*2平成 29 年 12 月 1 日国税庁個人課税課発表。 

*3「お取引レポート」について、当社の顧問税理士である EY 税理士法人と所得計算を行う上での

情報の十分性を確認しております。  

*4 例：BCH/BTC 取引における手数料単位は主軸通貨 BCH となります。  

*5 クリプタクトは EY 税理士法人と税務顧問契約を締結しており、損益の計算方法等について税務

アドバイスを受けています。  

*6 2018 年 2 月 7 日時点。  

 

【本リリースに関するお問い合わせ先】 

株式会社 bitFlyer    広報担当 金光 碧 

〒107-6208 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー8F 

HP：https://bitflyer.jp  Contact：https://bitflyer.jp/ContactPage 
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